
青 警 本 広 第 １ ４ ６ 号

平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報につ

いて

みだしについて、青森県個人情報保護条例（平成１０年１２月青森県条例第５７

号。以下「条例」という ）第２０条第１項の規定により、開示請求があった場合に。

おいて直ちに開示することができる保有個人情報（以下「口頭開示請求できる保有個

人情報」という ）を制定し、別添のとおり告示した。制定の概要等は下記のとおり。

であるので、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 制定の概要

口頭開示請求できる保有個人情報として、新たに「猟銃の操作及び射撃の技能に

関する講習」及び「年少射撃資格の認定のための講習会」に係るものを定めた。こ

れにより、当該講習における考査の得点等の保有個人情報については、条例第１５

条第１項の規定にかかわらず、口頭により開示請求することができ、条例の実施機

関は当該開示請求に係る保有個人情報を直ちに開示しなければならないものであ

る。

２ 留意事項

別添の告示により平成１８年３月２９日青森県警察本部長告示第１号は廃止した

が、当該廃止した告示における口頭開示請求できる保有個人情報については、改め

て口頭開示請求できる保有個人情報として告示した。
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